
玉川まちづくりセンターの休館および利用休止の解除について 

 

緊急事態宣言解除を受け、玉川まちづくりセンターの休館および利用休止について、10 月 1 日から

解除いたします。ただし、従来どおりの感染対策を講じてご利用いただきますよう、みなさまにご理解

とご協力をお願いいたします。 

 

 


